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一人はみんなのために 

みんなは一人のために 

「資金需要（必要性）を最優先に、速やか

に貸し付ける」 
 課長は、資金需要（貸付の必要性）を最優先に、速や

かな貸し付けに努力する。これまで申し込みから４営業

日の貸し付けとしているが、最短で申し込みから３日目

に貸し付けを実行しており、さらに努力すると答えまし

た。 

 

「申請者のなるべく負担にならないよう、

各社協に通知した」 
市区町村社協から、申請書がすぐに県社協に届くよ

う、窓口相談を簡略化した。要望のとうり実印と印鑑証

明書は不要とした。「生活福祉資金受付票」は社協職員

のメモ的なもので、提出は求めない。住民票がなくても

申請は受け付け事後的に処理する。何よりも申請者の負

担軽減が大事だ。昨日、市区町村社協にその旨を通知し

た、と述べました。 

 

「住民票と現住所が違う場合、申請者の利

便性を考慮する」 
 住民票は必須だが、ＤＶや福島からの避難者、プライ

バシーなどの事情で住所地から住民票を取れない場合

は、その方々の利便性を考慮し対応したい。申請者の現

在地と住民票のある市町村の橋渡しを行い、福島県など

県をまたがる場合には、国とも相談しながら福島県と協

議して対応したい。 

 

「限度額まで複数回貸し付けが可能」 
 １人世帯１０万円、複数世帯や特に必要がある場合２

０万円を限度に貸付できることになっています。しか

し、希望申込額が貸し付けられていない実態があること

から、希望額を貸し付け、貸付額が限度額に達していな

い場合は、改めて限度額まで貸付を行うことを求めまし

た。 

課長は、希望額を貸し付けていなかったことを認め、

希望に沿うようにしたい、限度額までさらに貸付を行う

と述べました。 

 

「償還（返済）免除制度について、市区町

村社協に徹底する」 
 国は、償還（返済）時になお所得の減少が続く住民税

非課税世帯の償還を免除することにしています。しか

し、それが不徹底であるため、５月２２日に改めて周知

することを求める事務連絡を出しました。課長は、「現

在市区町村社協へ徹底する準備を進めている」と回答し

ました。 

 

総合支援資金貸付は、国の通知のとうりに

行う 
長く収入減少が続く世帯への生活を支援する「総合支

援金」の貸し付けについて、「国の通知などに従って貸

付を行う」と述べ、特に緊急小口資金の貸し付けを受け

た世帯への手続きを簡略にすると回答しました。 
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●対象は、コロナ感染の影響で昨年に比べ収入が３０％減少し

た世帯 

●減収の見込みは、申請者本人が決める 

●免除される国保料 令和元年２月分、３月分、令和２年度分 

●世帯に複数収入を得ている人がいる場合は、「主たる生計維

持者」を除く人の保険料は、免除されません。 

 

コロナ感染の影響で収入減少、休業、失業等により 

●貸付金額は１０万円以内、特別な

事情がある場合は２０万円。 

●返済据置期間は１年以内。 

●返済期限は２年以内。 

●無利子、保証人不要。 

●償還免除⇒償還時に収入減少が続

く住民税非課税世帯が対象。 

●貸付金額は２人以上２０万円、単身１５万

円。 

●返済据置期間は１年以内。 

●返済期限は１０年以内。 

●無利子、保証人不要。 

●償還免除⇒償還時に収入減少が続く住民税非

課税世帯。 

●３カ月（月1回）続けて借りられます。 

借
り
て
も
足
り

な
い
場
合
い 

返済時に収

入の減少が

続き住民税

非課税の場

合は、返済

が免除 

 ５月にもチラシを見た人からの相談、入会が相次ぎま

した。 

 給付金１０万円は生活保護を利用していてももらえる

のか？「もらえます。守る会が大運動をしました」。あ

りがとう。集まりには出れないけど、入会します。●コ

ロナで、私も妻も仕事が減って暮らせない。子供が３人

いて辛い。何か方法はあるか。・・・。 

 地域へチラシを配布し、減免相談会を開き、知人に勧

め、会員をふやして、連帯の輪をもっと大きく広げま

しょう。 


